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 東区生活交通改善プランの上位計画である「にいがた都市交通戦略プラン（後期）実施計画」の策

定について、新型コロナウイルス感染症による影響調査を実施する必要があることから、策定作業に

通常以上の期間を要している。 
 以上のことから、東区生活交通改善プラン（後期計画）の検討時間を十分に確保し、かつ上位計画

に即した効果的な計画とするため、本プランの計画期間を一年延長し、令和 5 年度までとする。 
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１．東区生活交通改善プランの背景と目的 

今後、急激に進む人口減少、少子・超高齢化の進展が見込まれることから、

本市の交通政策においても様々な影響への対応が求められています。 

このような中で、近年の鉄道利用者数は横ばい、路線バス及びタクシー利用

者数は減少傾向にありましたが、新バスシステム・ＢＲＴ※1 の開業や区バス※2・

住民バスの取り組みにより直近の路線バス利用者数は増加傾向にあります。 

一方で移動における自家用車への依存度は約 71％と依然として高く、「自家

用車に頼らなければ移動しにくい」と感じる市民の割合も約 78％と高い状況で

す。 

市民の皆さまが、明るく健やかに、安心して住み慣れた地域で暮らし続けら

れるまちづくりを進めていくためには、誰もが移動しやすい持続可能な公共交

通ネットワークの形成が必要です。 

特に子供たちや高齢者など自ら自動車を運転できない市民にとって公共交通

は、生命線にも等しい重要な都市基盤であり、多様な選択肢のある交通手段を

確保する必要があります。 

各地域における生活交通の現状や課題は様々であり、これを実現するために

は、一律の対応では課題の解決に限界があることから、それぞれの地域の実情

に即した、誰もがわかりやすく、利用しやすい持続可能な公共交通ネットワー

クの形成に向け、東区地域公共交通検討会議における意見交換など、市民との

協働のもと「東区生活交通改善プラン」を策定しました。 

 

２．東区生活交通改善プランの位置づけ 

本市では、交通政策の基本方針となる「にいがた交通戦略プラン」の策定か

ら概ね 10 年が経過するなか、これまでの取り組みの事後評価を行うとともに、

JR 新潟駅の高架化を契機とする拠点性の強化、人口減少、少子・超高齢化の進

展などの課題に対応するため、今後の 10 年を見据え、新たな「にいがた都市

交通戦略プラン」を令和元年 7 月に策定し、「県都新潟の拠点化と安心して暮ら

せるまち」を目指しています。 

その実現に向け、公共交通分野の実施計画として「新潟市地域公共交通網形

成計画」を策定し、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図るため、5 つ

の基本的な方針に基づき、今後 4 年間で取り組む交通施策等を定めることとし

ています。 

生活交通改善プランは、新潟市地域公共交通網形成計画の一部として、市民

や関係者との協働のもと、各区の公共交通の現状と課題への対応や、魅力ある

まちづくりとの連携など、各区の実情に応じて必要となる具体的な交通施策等

を定める実施計画です。 

第１章 東区の持続可能な生活交通の構築に向けて 
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３．東区生活交通改善プランの計画期間 

 計画期間は、本市の総合計画である「にいがた未来ビジョン」及び区のまち

づくりの具体的な取り組みを示した「区ビジョンまちづくり計画」、また、公共

交通分野の実施計画である新潟市地域公共交通網形成計画の一部であることか

ら整合を図り、令和 2 年度から令和 5 年度までの 4 年間とします。 

 

 

※1 新バスシステム・BRT 

…多くのバス路線が重複していた区間を Bus Rapid Transit（バス高速輸送システム）

で集約・効率化し、それにより生じた余力（車両や運転士）を郊外に投資し、郊外路

線の増便や路線の新設を含めたバス路線の再編を行うことで、将来にわたって持続可

能な公共交通体系を目指すもの 

※2 区バス…区制導入に伴い区役所への移動など新たに生じる移動ニーズに対応することを

目的に、市が運行する乗合バス  

 
 
 

・生活交通改善プラン(各区)  

・新潟市交通バリアフリー基本構想 

・新潟市⾃転⾞利⽤環境計画 

・新潟市 BRT 第 1 期導入計画 など 

 
・新潟市交通安全実施計画 
・新潟市地球温暖化対策実⾏計画 
・道路空間整備計画  など 

公共交通分野以外の実施計画 

第 3 回新潟都市圏パーソントリップ調査 

総合都市交通計画 

新潟市⽴地適正化計
画 

公共交通分野の実施計画 

新潟市地域公共交通網形成計画 

にいがた都市交通戦略プラン［基本計画］ 

にいがた都市交通戦略プラン［実施計画］ 

にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画） 

新潟市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 

新潟市都市計画基本方針 

（都市計画マスタープラン） 
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 １．区の概要 

（１）地理 

 東区は信濃川河口の東側に位置し、区の北側は日本海に面しています。区の

西部に信濃川と栗ノ木川、東部に阿賀野川が流れ、中央部には信濃川と阿賀野

川の流路として水運を担った通船川が、区の東西を横断する形で流れています。 

豊かな水辺環境に恵まれている一方、信濃川と阿賀野川により形成された沖

積平野であり、区内には海抜ゼロメートル地帯が点在しています。 

また、東区には新潟空港と新潟西港があり、空と海の玄関口という側面もも

ち合わせています。 

区の面積は 38.62 km2（平成 31 年 3 月末時点）で、８区の中で中央区に次

いで２番目に小さく、新潟市の全面積（726.45 km2）に占める割合は約 5.3％

となっています。 

 

 

（２）人口 

 東区の人口は 136,779 人（平成 31 年 3 月末時点）で、８区の中では中央

区、西区に次いで３番目に多く、市全体の約 17.3%を占めています。また、人

口密度は、3,542 人/km2 で、中央区に次いで２番目に高く、全市の 1,087 人

/km2 を大きく上回っています。【図表-1】 

 市の中でも多くの人が居住している東区ですが、将来推計人口によると、今

後もより一層高齢化が進展していき、公共交通を必要とする高齢者がさらに増

える状況が見込まれます。【図表-2】 

 

 

【図表-1】各区人口統計一覧 

 全市 北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区 

人口総数

（人） 
789,897 74,113 136,779 175,242 68,626 76,998 44,786 156,464 56,889 

65 歳以上 

（人） 
228,858 22,542 39,045 46,691 20,005 23,823 13,094 45,353 18,305 

高齢化率 

（％） 
29.0 30.4 28.5 26.6 29.2 30.9 29.2 29.0 32.2 

面積 

（km2） 
726.45 107.72 38.62 37.75 75.42 95.38 100.91 94.09 176.55 

人口密度 

（人/km2） 
1,087 688 3,542 4,642 910 807 444 1,663 322 

（平成 31 年 3 月 31 日時点 人口統計） 

 

第２章 東区の現状と区民ニーズ 
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(50.8%) 中央区

17,153

(23.9%)

北区

3,839 

江南区

3,478 

西区

3,000 

秋葉区
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南区398 

西蒲区

263 

県内他

市町村

4,020 

県外

578 
不詳等

1,845 

【図表-2】東区の将来推計人口（年齢階層別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）東区内外における人の動き 

 平成 27 年国勢調査での、東区に居住している人の通勤・通学地を見ると、

50.8%は東区内に通勤、通学し、次いで中央区（23.9%）の順となっています。

【図表-3】また、東区に通勤・通学する人の 58.6％は、東区に住んでおり、次

いで中央区（8.9%）の順となっています。【図表-4】 

東区における人の動きとしては、東区内での移動が最も多く、次に中央区と

の結びつきが強いと考えられます。 

 

【図表-3】東区に居住している人の通勤・通学地     【図表-4】東区に通勤・通学する人の居住地 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東区

36,536

(58.6%) 
中央区

5,549

(8.9%) 

北区

4,611 

江南区

3,310 

西区

3,306 

秋葉区

1,642 

南区494 

西蒲区

351 

県内他

市町村

4,367 

県外

302 
不詳等

1,845 

※人口は年齢不詳を按分した人数を含みます。 

（平成27年国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の将来推計を参考に本市独自で算定） 

（人） （人） 

（平成 27 年国勢調査を元に作成） 

N=71,862 N=62,313 

137,577 134,860 131,127 
126,538 

（人） 

（平成 27 年国勢調査を元に作成） 
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（４）交通 

 東区は、東西方向に走る国道７号、国道 113 号、県道新潟新発田村上線と、

南北方向に走る県道新潟港横越線（通称：赤道）等の主要幹線道路が結ばれる

ことにより、優れた交通基盤を形成しています。 

 鉄道は、JR 信越本線と JR 白新線が通っており、越後石山駅、東新潟駅、大

形駅の３駅が設置されています。しかし、越後石山駅と東新潟駅には路線バス

が乗り入れできる環境が整っておらず、交通結節機能が十分に活かされていま

せん。 

 路線バスは、新潟駅や万代シテイ等と結ばれた路線が、主に東西方向に運行

されています。持続可能な公共交通を目指した新バスシステム・BRT の導入に

より、区内全体での運行便数は増えました。※3 一方、古町・市役所方面への移

動には乗り換えが必要となるなど交通体系に変化が生じています。また、南北

方向の路線が少ないため、区内の南北方向の移動を補完する形で区バス「河渡

ルート」、「松崎ルート」を運行していますが、区バスは路線バスに比べて運行

便数が少なく、高齢者等の利用に負担の大きいツーステップバス車両であるな

ど、一層の利便性向上が望まれています。 

また、平成 28 年 7 月 29 日から平成 31 年 3 月 31 日まで、社会実験とし

て区バス「紫竹・江南ルート」を運行し、区内移動の利便性向上を図りました

が、収支率が目標値に届かず本格運行には移行できませんでした。 

タクシーは、区内を拠点とする事業者が 490 台（平成 31 年 3 月末時点・

福祉タクシー含む）の車両を保有しており、8 区の中で最も多くなっています。 

区内の公共交通の現状としては、鉄道やバス、タクシーによって、一定の生

活交通は確保されていますが、駅やバス停から離れている地域が一部にあり、

区全体の公共交通の利便性の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 東区内路線バス運行便数比較（新バスシステム・ＢＲＴ導入前後） 

平日  導入前(H27.8) 940 便 ⇒ 導入後 (H28.3) 1,045 便 

土休日 導入前(H27.8) 710 便 ⇒ 導入後 (H28.3 )  752 便  
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２．東区の交通現状図 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

この地図は、国土地理院長の承認を得て、 
同院発行の数値地図 50000（地図画像） 
を複製したものである。 
（承認番号 平 30 情複、第 1622 号） 
※新潟市交通マップより一部抜粋して掲載 

区

境 

区

境 

路 

線 

バ 
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区
バ
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78% 76% 77% 75%
85%

74%

89%

75%
83%

市全体 北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区

「あまり移動しやすいまちだと思わない」＋「移動しやすいまちだと思わない」の合計

３．区民ニーズ 

 「新潟市内都市交通特性調査」での代表交通手段構成は、自動車の割合が

72.2％であり、市全体、他都市と比較しても高くなっており、自家用車から公

共交通利用等への移動方法の転換が必要と考えられます。 

 

【図表-5】代表交通手段構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 29 年 3 月新潟市内都市交通特性調査の結果を一部加工して作成）  

 

 

平成 29 年度の「市政世論調査」で、自動車に頼らなくても移動しやすいま

ちだと思わない割合が 77％を占め、自家用車から公共交通利用等への転換まで

至っていないことがうかがえます。 

 

【図表-6】自動車に頼らなくても移動しやすいまちだと思わない割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 44 回市政世論調査 平成 29 年 10 月） 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

ドアtoドアの交通手段の整備
運行本数の増大

乗り降り自由な巡回バス
タクシー料金の割引、補助

バス運賃の割引、補助
将来はバスを利用する
区バスの利用や課題

バス路線の増設
将来はタクシーを利用する
古町、市役所等への直行便

バス停の増設
バス利用案内(路線・時刻)の向上

鉄道の整備
路面電車の整備

BRTは不要
乗り換えが大変

無料送迎サービスの拡充
運行時間帯の拡充

地下鉄の整備
バス停待合所の整備

 一方で、平成 29 年度の「交通環境に対する市民意識調査」では、99.5%の

区民に公共交通を利用する意向があることがわかります。 

【図表-7】公共交通の利用意向（区別） 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

（交通環境に対する市民意識調査 平成 30 年 3 月）        

 

また、平成 28 年度の「東区の公共交通に関する実態調査」では、ドア to ド

アのデマンド交通※4 や、乗り降り自由な巡回バスなど移動の負担が少ない交通

手段の整備に対する要望が高いことがわかります。 

【図表-8】将来的に自家用車等が使えなくなった場合の交通手段やサービスの要望（自由記載） 

 

以上のことから、区民ニーズとしては、自家用車に頼らずとも移動のできる

公共交通の充実が望まれていると考えられます。 

 

 

※4 デマンド交通…電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一形態 

 

（回答数） 

■現在ないサービス 
 ■現状の充実 
 ■料金の割引や補助   

（東区の公共交通に関する実態調査 平成 28 年 9 月） 
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平成 27 年度から令和元年度の計画における主な取り組みを検証します。 

 

  
基本方針 東区生活交通改善プランにおける主な取り組み 取組項目 

取組状況（年度末実績） 

取組結果・事後評価 等 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

Ｒ1 
(見込) 

（１）公共交通

機関の連携強

化 

①越後石山駅

（信越本線） 

西口駅前広場の交通結節機能の維持増進を図ると

ともに、より利便性を高めるため、アクセス道路の整

備や駅舎のバリアフリー化などについて、引き続き検

討を進めます。 

アクセス道

路の整備 
測量 

用地買収 
・ 

物件補償 
暫定整備 暫定供用 暫定供用 駅周辺の環境整備は、西口駅前広場への接続環境改善に向けたアク

セス道路を暫定整備し、平成 30 年 8 月より暫定的に供用を開始し

ました。また、駅舎のバリアフリー化については、関係者と早期実現

に向けた協議を行っています。 
駅舎のバリ

アフリー化 
協議 協議 協議 協議 協議 

②東新潟駅 

（白新線） 

タクシーの乗り入れスペースやロータリーなど一

定の駅前広場が整備されていますが、より利便性を高

めるため、路線バスの乗り入れについて関係者と協議

します。 

路線（区） 

バス乗り入

れ 

－ － － － － 
駅前への路線バスの乗り入れは、駅近くを通るバス路線があること

から、乗り入れへのニーズを見極めていく必要があります。 

③大形駅 

（白新線） 

新潟県立大学の最寄り駅であるものの、大学まで距

離があるため、鉄道とバスの連携が求められていま

す。利便性の向上に向けて、北口駅前広場の交通結節

機能の維持増進を図り、大学と大形駅を結ぶ路線バス

の運行、乗り入れについても、大学、交通事業者とと

もに検討します。 

交通結節機

能の維持増

進 

路線バス 

乗り入れ 
－ － － － 

北口駅前広場については、平成 27 年 3 月に整備され、翌月には

路線バスの乗り入れが実現しています。 

今後、駅と新潟県立大学を接続する路線バスについては、ニーズを

見極めていく必要があります。 

（２）区内移動

及び市中心部

への移動に関

する利便性の

向上 

①わかりやす

く使いやすい

バス路線網の

再構築 

BRT 導入に伴う段階的なバス路線再編計画のなか

で、区内の既存路線バスの運行便数や運行時刻の充実

に向けて交通事業者と協議します。また、南北方向の

路線の新設など、東区において誰もが快適に移動でき

るバス路線網の再構築について、交通事業者とともに

検討し、必要に応じて交通結節点を整備します。 

路線バス便

数（平日） 
1,045 1,036 1,036 1,036 1,036 バス路線再編計画の中で、東区内を運行する路線バスの便数は平成

28 年度以降同水準を維持できています。 

今後、新潟駅高架化に伴うバス路線網の再構築に合わせて、より一

層の充実を目指し、交通事業者と協議していく必要があります。 路線バス便

数（土休日） 
752 750 750 750 750 

②区バスの運

行 

区バスの運行内容を段階的に見直し、利便性の向上

を図ります。 

運行内容の

見直し 
－ 社会実験 社会実験 

社会実験

・ 
ダイヤ
改正 

 
ダイヤ改

正 

平成 28 年 7 月 29 日から平成 31 年 3 月 31 日まで紫竹・江南

ルートを社会実験として運行し、区内移動の利便性向上を図りました

が、収支率が目標値に届かず本格運行に移行できませんでした。 

松崎ルートの運行ダイヤを一部見直し、運行遅延の防止に努めたほ

か、区バス位置情報システムの導入、車内モニターの設置など、利用

環境を整備しました。 

③駅やバス停

から離れた地

域の利便性向

上の検討 

鉄道、路線バス、タクシー、区バス、住民バス、デ

マンド交通など多様な交通手段の中から、地域に合っ

たより良い移動方法を地域とともに考えます。 

アンケート

等の実施 
○ ○ ○ － － 

区自治協議会で地域に合ったより良い移動方法を検討し、平成 28

年度に無作為抽出した区民を対象にアンケート調査を実施しました。

また、要望のあった地域に対し、区バス・住民バス制度の説明をする

など地域に合った移動方法を検討しました。 

④バス利用環

境の向上 

バリアフリー車両やバスの位置情報検索システム

の導入、待合環境の向上などについて交通事業者と協

議し、バス利用環境の一層の向上に取り組みます。 

バス利用環

境の整備 
協議 協議 協議 協議 協議 

路線バスにおいて、位置情報システムが導入されたほか、利用者の

多い幹線バス路線などから順次、車両更新時にノンステップバスが導

入されています。 

⑤わかりやす

い情報案内に

よる公共交通

の利用促進 

運行時刻や路線、利用促進に向けた市の取り組みな

どの情報をわかりやすく案内し、公共交通の利用促進

に向けて、交通事業者と連携して取り組みます。 

区だよりで

の情報発信 
○ ○ ○ ○ ○ 区だよりを活用し、シニア半わりや子どもワンコインバス等の制度

を周知するなど、公共交通の利用促進を図りました。また、区バスに

おいては、区内の全世帯に「東区区バスポケット時刻表」を配布する

など、さらなる利用促進を図りました。 
運行ガイド

の発行 
○ ○ ○ ○ ○ 

第３章 東区生活交通改善プラン（H27.3）における取り組みと事後評価 
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区民の約 8 割が「自動車に頼らなければ移動しにくいまち」と感じているこ

とから、地域の移動ニーズに応じた生活交通ネットワークの確保とともに、生

活交通の基盤となる公共交通について、より利用しやすい環境となることが求

められています。 

○路線バスが区内一部の JR 駅に乗り入れていません。 

大形駅は駅前広場が整備され、路線バスの乗り入れが実現しましたが、越後

石山駅は乗り入れできる環境が整っていないため、アクセス道路の整備が必要

となります。東新潟駅は、駅近くを通るバス路線があることから、乗り入れへ

のニーズを見極めていく必要があります。 

駅は、区の主要な交通結節点※5 であることから、今後は鉄道とバス、タク

シー等の二次交通との接続環境の維持強化に向けた取り組みが必要です。 

○ バス路線のうち、南北方向の路線は十分ではありません。 

鉄道や路線バスによって、市の中心部及び区の東西方向の移動は比較的充実

しているものの、区内を移動するための南北方向の移動手段が少なく、区バス

で補完している状況です。 

区内の高齢化が一層進むことを想定するにあたり、区役所や 4 つの主要な

病院（新潟臨港病院・桑名病院・河渡病院・木戸病院）へのアクセスのために

は、南北方向の路線における運行便数の充実などが必要と考えられます。 

○ 駅やバス停から離れている地域があります。 

区内には駅やバス停から離れている地域があります。このような公共交通空

白地域の利便性向上のためには、「デマンド交通」や「支え合いのしくみづく

り※6」などを含めた多様な手段を活かし、生活交通体系を再構築する必要があ

ります。 

○ 自家用車から公共交通利用等への転換が必要です。 

公共交通を今後利用したいと考える区民の割合は高いものの、全市的なバス

路線再編に伴い、乗り換えが生じていることなどから満足度が低い状況にあり、

公共交通の利便性を向上させるなど、自家用車からの転換促進が求められてい

ます。 

 

  

※5 交通結節点…人や物の輸送において、複数の交通手段の接続がおこなわれる場所のこと。 

具体的には鉄道駅、バスターミナルなど 

※6 支え合いのしくみづくり…地域住民が主体となり、地域の課題把握や必要な支援などを

協議している取り組み 

第４章 東区が今後取り組む必要のある課題 
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区の状況と課題を踏まえ、東区が目指す生活交通として、次の目標と基本方

針を掲げます。 

  

１．目標 

 生活交通の利便性を高め、誰もが安心して暮らせる東区とするため、人口減

少、少子・超高齢化の進展に伴い変化するニーズに対応して、多様な交通手段

を用いた持続可能な生活交通体系を構築する。 

  

２．基本方針 

 

区内の JR 駅（越後石山駅、東新潟駅、大形駅）における、鉄道とバス、タ

クシーの接続環境向上のため、公共交通機関の関係者と協議します。 

 

 

 

 

区民や東区を訪れる人が区内及び市の中心部へ円滑に移動できるよう、公共

交通で快適に移動できる環境の整備に向けて、交通事業者とともに取り組みま

す。 

  

 

 

区民や関係者による協働により、自家用車から公共交通等の利用への転換を

促し、自家用車に頼らずとも移動しやすい持続可能な交通体系の構築を目指し

ます。 

 

（１）公共交通機関の連携強化 

第５章 東区が目指す生活交通の将来像 

（２）区内及び市中心部への移動に関する利便性の向上 

（３）自家用車から公共交通への転換の促進 
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３．東区の交通将来図（イメージ） 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

市中心部への移動 

の利便性向上 

公共交通機関 

の連携強化 

区

境 

区内移動の 

利便性向上 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、 
同院発行の数値地図 50000（地図画像） 
を複製したものである。 
（承認番号 平 30 情複、第 1622 号） 
※新潟市交通マップより一部抜粋して掲載 

路 

線 

バ 

ス 

区
バ
ス 
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 令和２年度から令和５年度に実施する主な取り組みを示しています。 

  

 

①越後石山駅の接続環境改善 

   越後石山駅西口広場へのアクセス道路を整備します。 

R2 R3 R4 R5 

用地買収・ 

物件補償 
⇒ ⇒ ⇒ 

 

 ②駅舎のバリアフリー化 

   国の基本方針となっている乗降客 3,000 人/日以上の越後石山駅と、地

元要望が出されている大形駅のバリアフリー化の早期実現に向け、関係者

と協議していきます。 

R2 R3 R4 R5 

関係者との 

協議及び調査 
⇒ ⇒ ⇒ 

JR 東日本へ 

要望書提出 
⇒ ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 

①区バスの運行 

   区民が区役所を利用するための交通手段等を確保するため、区バス（河

渡ルート、松崎ルート）を運行します。また、地域の移動ニーズを考慮し

ながら、利便性の向上に努めます。 

 R2 R3 R4 R5 

河渡ルート 

年間利用者数 
53,000 人 42,000 人 43,000 人 44,000 人 

松崎ルート 

年間利用者数 
55,000 人 41,000 人 42,000 人 43,000 人 

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、Ｒ３及びＲ４の目標人数を変更（R3.7 改定） 

（１）公共交通機関の連携強化 

（２）区内及び市中心部への移動に関する利便性の向上 

第６章 東区の具体的な交通施策 
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②地域の移動ニーズに対応した交通手段の検討 

   「デマンド交通」や「支え合いのしくみづくり」などを含めた多様な交

通手段の中から、地域に合った持続可能な移動方法を地域住民とともに検

討します。 

R2 R3 R4 R５ 

アンケート等の

実施 
⇒ ⇒ ⇒ 

意見交換会等の

開催 
⇒ ⇒ ⇒ 

 

③バス利用環境の整備 

   生活交通のバリアフリー化を推進するため、区バスに小型ノンステップ

バス車両を導入します。 

R2 R3 R4 R5 

松崎ルート 

1 台導入 

松崎ルート 

1 台導入 
－ ⇒ 

 

 

 

 

 

①地域との協働による公共交通の利用促進 

   公共交通の利用を促進するため、公共交通の運行内容や、サービス等に

関する情報をわかりやすく提供します。また、地域や関係者等と協働した

ＰＲ活動を実施し、公共交通を利用するきっかけを作ります。 

R2 R3 R4 R5 

区だよりによる 

運行内容等の情

報提供 

⇒ ⇒ ⇒ 

ＰＲ活動等によ

る公共交通の利

用促進 

⇒ ⇒ ⇒ 

 

  

（３）自家用車から公共交通への転換の促進 
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東区生活交通改善プラン策定経過 

開催日 会議名 内容 

令和元年 

１０月１１日（金） 

令和元年度第７回 

東区自治協議会第３部会 

・生活交通改善プランの概要説明 

・改定方針の確認 

令和元年 

１１月 ７日（木） 

令和元年度第８回 

東区自治協議会第３部会 

・改定案の内容説明 

・改定案について意見聴取 

令和元年 

１１月２７日（水） 

（臨時開催） 

東区自治協議会第３部会 

・改定案について意見聴取 

令和元年 

１２月 ２日（月） 

令和元年度第１回 

東区地域公共交通検討会議 

・改定案の内容説明 

・改定案について協議 

令和２年 

 １月 ９日（木） 

令和元年度第１０回 

東区自治協議会第３部会 

・改定案について意見聴取 

令和２年 

 ２月 ７日（金） 

令和元年度第２回 

東区地域公共交通検討会議 

（書面開催） 

・改定案について協議 

令和２年 

 ２月２７日（木） 

令和元年度第１１回 

東区自治協議会 

・改定案について意見聴取 

令和３年 

 ６月２５日（金） 

令和３年度第１回 

東区地域公共交通検討会議 

（書面開催） 

・改定案について意見聴取 

令和 5 年 

 3 月１７日（金） 

令和 4 年度第 1 回 

東区地域公共交通検討会議 

・前期計画の延長について意見聴取 

・改定案について意見聴取 

※生活交通改善プラン（地域公共交通検討会議）の詳細は、以下のホームページに掲載 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/kotsu/kentoukaigi.html 

 

附属資料 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/kotsu/kentoukaigi.html
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